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三

許
可
の
申
請
に
係
る
第
二
条
第
四
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
資
格
に
相
当
す
る
資
格
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ

外
国
に
お
い
て
当
該
資
格
を
取
得
し
た
後
十
年
以
上
診
療
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

四

患
者
に
与
え
た
損
害
を
賠
償
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
（
当
該
者
が
患
者
に
与
え
た
損
害
を
臨
床
教
授
等
病

院
の
開
設
者
が
当
該
者
に
代
わ
り
、
又
は
当
該
者
と
連
帯
し
て
賠
償
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。）。

（
臨
床
教
授
等
責
任
者
の
選
任
）

第
二
十
一
条
の
四

臨
床
教
授
等
病
院
の
開
設
者
は
、
第
二
条
第
四
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
資
格
を
有
す
る
者
（
医

師
法
第
七
条
の
二
第
一
項
又
は
歯
科
医
師
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
命
令
を
受
け

た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
医
師
法
第
七
条
の
二
第
二
項
又
は
歯
科
医
師
法
第
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
登
録
を
受
け
た
者
に
限
る
。）で
あ
つ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
者
を
臨
床
教
授
等
責
任
者
と

し
て
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

医
学
又
は
歯
科
医
学
に
関
す
る
高
度
か
つ
専
門
的
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
。

二

臨
床
教
授
等
外
国
医
師
又
は
臨
床
教
授
等
外
国
歯
科
医
師
の
受
入
れ
に
関
す
る
業
務
を
統
括
管
理
す
る
者
と

し
て
必
要
な
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

（
臨
床
教
授
等
責
任
者
の
解
任
）

第
二
十
一
条
の
五

臨
床
教
授
等
病
院
の
開
設
者
は
、
臨
床
教
授
等
責
任
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

に
至
つ
た
と
き
は
、
当
該
臨
床
教
授
等
責
任
者
を
解
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
選
任
に
係
る
第
二
条
第
四
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
資
格
を
有
す
る
者
で
な
く
な
つ
た
と
き
。

二

医
師
法
第
七
条
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
歯
科
医
師
法
第
七
条
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二

号
に
掲
げ
る
戒
告
又
は
業
務
の
停
止
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
。

（
診
療
録
の
記
載
及
び
保
存
）

第
二
十
一
条
の
六

医
師
法
第
二
十
四
条
又
は
歯
科
医
師
法
第
二
十
三
条
の
規
定
は
、
臨
床
教
授
等
外
国
医
師
又
は

臨
床
教
授
等
外
国
歯
科
医
師
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
医
師
法
第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
病

院
又
は
診
療
所
に
勤
務
す
る
医
師
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条

等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
臨
床
教
授
等
病
院
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
臨
床

教
授
等
病
院
」
と
い
う
。）に
お
い
て
同
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
臨
床
教
授
等
を
行
う
同
条
第
十
四
号
に
規
定
す

る
臨
床
教
授
等
外
国
医
師
」
と
、「
そ
の
病
院
又
は
診
療
所
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
臨
床
教
授
等
病
院
」
と
、
歯
科

医
師
法
第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
病
院
又
は
診
療
所
に
勤
務
す
る
歯
科
医
師
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
医
師
等
が
行

う
臨
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
臨
床
教
授

等
病
院
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
臨
床
教
授
等
病
院
」
と
い
う
。）に
お
い
て
同
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
臨
床

教
授
等
を
行
う
同
条
第
十
五
号
に
規
定
す
る
臨
床
教
授
等
外
国
歯
科
医
師
」
と
、「
そ
の
病
院
又
は
診
療
所
」
と
あ

る
の
は
「
そ
の
臨
床
教
授
等
病
院
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

第
二
十
一
条
の
七

第
三
条
（
第
一
項
及
び
第
二
項
を
除
く
。）及
び
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
許
可
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
第
三
項
中
「
前
項
各
号
」
と
あ
り
、及
び
同
条
第
四
項
中「
第

二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
各
号
」
と
、
第
四
条
第
一
項
中
「
外
国
医
師
等
」
と
あ
る

の
は
「
外
国
医
師
又
は
外
国
歯
科
医
師
」
と
、「
臨
床
修
練
許
可
証
」
と
あ
る
の
は
「
臨
床
教
授
等
許
可
証
」
と
、

同
条
第
二
項
中
「
臨
床
修
練
外
国
医
師
若
し
く
は
臨
床
修
練
外
国
歯
科
医
師
又
は
臨
床
修
練
外
国
看
護
師
等
（
第

八
条
第
二
号
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
に
お
い
て
「
臨
床
修
練
外
国
医
師
等
」
と
い
う
。）」
と
あ
る
の
は

「
臨
床
教
授
等
外
国
医
師
又
は
臨
床
教
授
等
外
国
歯
科
医
師
」
と
、「
臨
床
修
練
を
」
と
あ
る
の
は
「
臨
床
教
授
等

を
」
と
、「
臨
床
修
練
許
可
証
」
と
あ
る
の
は
「
臨
床
教
授
等
許
可
証
」
と
、
第
五
条
中
「
第
二
条
第
四
号
イ
か
ら

ヨ
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
条
第
四
号
イ
又
は
ロ
」
と
、
第
六
条
第
二
項
第
一
号
中「
第
三
条
第
二
項
第
一
号
」

と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
」
と
、
第
七
条
中
「
臨
床
修
練
許
可
証
」
と
あ
る
の
は
「
臨
床

教
授
等
許
可
証
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

第
十
七
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
の
規
定
は
、
臨
床
教
授
等
外
国
医
師
又
は
臨
床
教
授
等
外
国
歯
科
医
師
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
の
規
定
中
「
臨
床
修
練
を
」
と
あ
る
の

は
「
臨
床
教
授
等
を
」
と
、
第
二
十
一
条
中
「
臨
床
修
練
に
」
と
あ
る
の
は
「
臨
床
教
授
等
に
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

（
厚
生
労
働
省
令
へ
の
委
任
）

第
二
十
一
条
の
八

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
許
可
及
び
臨
床
教
授
等
病
院
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

第
四
章

雑
則

（
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
）

第
二
十
一
条
の
九

厚
生
労
働
大
臣
は
、
臨
床
修
練
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
臨
床
修
練
を
実
施
し
て
い
る
臨
床
修
練
病
院
等
の
開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
に
対
し
、
臨
床
修
練
の
実
施
の

状
況
に
関
し
報
告
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
臨
床
修
練
を
実
施
し
て
い
る
臨
床
修
練
病
院
等
に
立
ち
入
り
、

帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
臨
床
教
授
等
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
臨
床
教

授
等
を
実
施
し
て
い
る
臨
床
教
授
等
病
院
の
開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
に
対
し
、
臨
床
教
授
等
の
実
施
の
状
況
に

関
し
報
告
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
臨
床
教
授
等
を
実
施
し
て
い
る
臨
床
教
授
等
病
院
に
立
ち
入
り
、
帳
簿

書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
人
に

こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な

い
。

第
二
十
二
条
中
「
許
可
を
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
許
可
を
」
に
、「
第
三
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
当
該
各
号

に
定
め
る
規
定
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

第
三
条
第
一
項
の
許
可

同
条
第
二
項
第
一
号

二

第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
の
許
可

同
条
第
二
項
第
一
号

第
二
十
二
条
の
次
に
次
の
章
名
を
付
す
る
。

第
五
章

罰
則

第
二
十
三
条
の
前
の
見
出
し
を
削
る
。

第
二
十
五
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
中
第
二
項
を
第

三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
二
十
一
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
人
の
秘
密
を
漏
ら
し
た
臨
床
教

授
等
外
国
医
師
若
し
く
は
臨
床
教
授
等
外
国
歯
科
医
師
又
は
こ
れ
ら
で
あ
つ
た
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
十

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
二
十
六
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

第
二
十
一
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
医
師
法
第
二
十
四
条
又
は
歯
科
医
師
法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
違
反

し
た
者

（
看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
十
五
条
」
を
「
第
二
十
六
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
に
係
る
同
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
を
行
う
事
業
に
限
る
。）及
び
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
指

定
に
係
る
同
法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防

訪
問
看
護
を
行
う
事
業
に
限
る
。）」
を
「
次
に
掲
げ
る
事
業
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

介
護
保
険
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
に
係
る
同
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事

業
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
を
行
う
事
業
に
限
る
。）

二

介
護
保
険
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
に
係
る
同
法
第
八
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
も
の
に
限
る
。）

イ

介
護
保
険
法
第
八
条
第
十
五
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）に
規
定
す
る
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型

訪
問
介
護
看
護

››
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